「地域力創造応援団」について

１　地域力創造施策の源泉となる実践活動の意義

総務省では、人口減少社会の到来や地方分権改革の進展などの社会経済情勢の変化を踏まえ、地方自治体・住民等の協働により「地域力」を高める取組を支援することとしている。
地域力創造施策の企画・立案・実施に当たっては、住民力の即戦力として、地域活動等の実戦活動に取り組んでいる職員の経験や提言を反映することが重要である。

２　「地域力創造応援団」の設置

　上記を踏まえ、総務省地域力創造グループ内に「地域力創造応援団（PT）」を設置し、以下の取組を実施することとする。

（1） 地域力創造施策に係る情報提供・提言
　現在のコミュニティ、ふるさと、勤務経験地、ゆかりの地などで携わった地域活動の経験を踏まえ、地域力創造施策に係る政策提言・情報提供を行う。

（2） PTメンバーによる地域訪問
PTメンバーが、地域活動に取り組んでいる現場に赴き、地域活動の支援を行うとともに、自治体職員・地域住民との意見交換を通じ、現場の実情を把握する。
特に、頑張る地方応援プログラムに基づく職員派遣（以下「頑張る派遣」）が行われている１０自治体に対しては、派遣職員を常駐させているのに加え、PTメンバーを優先的に訪問させることとする。

３　メンバー
　団長　　椎川（地域力創造審議官）
　幹事　　米澤（地域政策課理事官）、黒野（地域自立応援課課長補佐）
　団員　　定住自立圏PTメンバーや頑張る地方応援PTメンバーに加え、希望者で
地域活動等の経験のある者をPTメンバーとして選抜する。


